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１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

平成21年６月30日に提出いたしました第49期(自　平成20年４月1日 至 平成21年3月31日)有価証券報告

書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出す

るものであります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

２ 【訂正事項】

第一部　【企業情報】

　　第５　【経理の状況】

　　　　　２ 監査公認会計士等の異動について

　　　　　３ 連結財務諸表について

　

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。

第一部　【企業情報】

　　第５　【経理の状況】

　　　　　２ 監査公認会計士等の異動について

　　　　　３ 連結財務諸表について

　

訂正前

２　監査公認会計士等の異動について

当社は、平成20年5月20日開催の取締役会において、金融商品取引法第193条の2第1項及び第2項の監査

証明を行う公認会計士等の異動に関し、平成20年6月27日開催の第48期定時株主総会に「会計監査人の選

任の件」を付議することを決議致しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示

に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、平成21年5月20日臨時報告書を関東財務局長に

提出いたしました。

 　（報告内容） 

（1）異動に係る監査公認会計士等 

　　　 選任する監査法人の名称 

　　　　 監査法人　ブレインワーク 

（2）異動の年月日 

　　　　平成20年6月27日（第48期定時株主総会開催日） 

　

３　連結財務諸表について

「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)第５条第２項に

より、当社では子会社の資産、売上高等からみて、当企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な

判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとして、連結財務諸表は作成しておりません。

　なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。

　 ①資産基準　　　　1.3％ 

　 ②売上高基準　　　0.0％ 

　 ③利益基準　　　　0.3％ 

　 ④利益剰余金基準　0.1％ 
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訂正後

３　監査公認会計士等の異動について

当社は、平成20年5月20日開催の取締役会において、金融商品取引法第193条の2第1項及び第2項の監査

証明を行う公認会計士等の異動に関し、平成20年6月27日開催の第48期定時株主総会に「会計監査人の選

任の件」を付議することを決議致しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示

に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、平成20年5月20日臨時報告書を関東財務局長に

提出いたしました。

 　（報告内容） 

（1）異動に係る監査公認会計士等 

　　　 選任する監査法人の名称 

　　　　 監査法人　ブレインワーク 

（2）異動の年月日 

　　　　平成20年6月27日（第48期定時株主総会開催日） 

　

４　連結財務諸表について

「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)第５条第２項に

より、当社では子会社の資産、売上高等からみて、当企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な

判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとして、連結財務諸表は作成しておりません。

　なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。

　 ①資産基準　　　　1.3％ 

　 ②売上高基準　　　0.0％ 

　 ③利益基準　　　　0.3％ 

　 ④利益剰余金基準　0.1％ 
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